
R8臨時報酬改定

〇 令和８年度臨時報酬改定について

本来3年に1度の見直し（直近R6。次回R9予定）であるところ、以下についてR8から改定

（１）就労移行支援体制加算の見直し

（２）就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し

（３）応急的な報酬単価の特例（就労継続支援Ｂ型、共同生活援助（介護サービス包括型・日中

サービス支援型）、児童発達支援、放課後等デイサービス）

次スライドから概要を説明

詳細は厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70634.html）
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R8臨時報酬改定

（１）就労移行支援体制加算の見直し

●対象サービス
→生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労継続支援Ａ型、就労継続支
援Ｂ型

●算定要件の変更
・一事業所で算定可能となる年間の就職者数は、当該事業所の定員数を上限とす
る。

・同一事業所だけではなく、他の事業所において過去３年間で算定実績がある利
用者について、ハラスメントなどやむを得ない事情で退職した者など市町村長が
適当と認める者を除き、算定不可とする。

●改正日
令和８年４月施行
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R8臨時報酬改定

（２）就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し

●算定要件の変更
・基本報酬区分の基準額をそれぞれ３千円引き上げる。

・下記の配慮措置を講じる。
①令和６年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用
対象外とする。
②今回の見直しにより区分が下がる事業所について、基本報酬の減少額が３％程
度に収まるよう、中間的な区分を新設する。
③令和６年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準については引き上げ
ず、据え置く。

●改正日
令和８年６月施行
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R8臨時報酬改定

（２）就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し

●見直し例
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R8臨時報酬改定

（３）応急的な報酬単価の特例

●対象サービス
→就労継続支援Ｂ型、共同生活援助（介護サービス包括型・日中サービス支援
型）、児童発達支援、放課後等デイサービス

●対象事業所
→令和８年６月１日以降に新規指定された事業所（既存事業所については従前どおり）

●単位数
就労継続支援Ｂ型：所定単位数の1000分の984に相当する単位数
共同生活援助：所定単位数の1000分の972に相当する単位数
児童発達支援：所定単位数の1000分の988に相当する単位数
放課後等デイサービス：所定単位数の1000分の982に相当する単位数

●配慮措置
受入れニーズが特に高い重度障害児者やサービスが不足している地域（＝特別地

域加算対象地域）については、従前の報酬単価を適用
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R8臨時報酬改定

（３）応急的な報酬単価の特例

●配慮措置対象（重度障害児者） 以下の加算を取っている場合は措置対象
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R8臨時報酬改定

（３）応急的な報酬単価の特例

●配慮措置対象（重度障害児者） 以下の加算を取っている場合は措置対象
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新規指定手続きの見直し（就労A・B、GH）

〇 新規指定手続きの見直しについて

・今年度、厚生労働省から就労継続支援および共同生活
援助についてのガイドラインが発出されている。

（就労）：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66591.html
（GH） ：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41992.html

・ガイドラインでは、新規指定時における指定権者によ
る審査の強化が求められていることから、本県でも新規
指定の手続きを見直す。
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新規指定手続きの見直し（就労A・B、GH）

●施行時期：指定日が令和８年１０月１日以降となる申請から適用

●対象サービス：就労継続支援Ａ型・Ｂ型、共同生活援助

●見直し内容

（１）指定申請日から１か月前の間に、県と申請者で事前協議を１
回以上実施。申請者は事前協議書のほか、事業計画書、収支予算書、
生産活動シート（就労のみ）等を提出し、事業開始の理由やニーズ等
を説明する。

（２）申請から指定までの間に、現地審査を実施
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新規指定手続きの見直し（就労A・B、GH）

●見直し後の手続きの流れ ※下線部が新規追加部分

①事前協議の予約（申請日の1か月前まで）
↓
②事前協議（申請までに1回以上実施）
↓
③申 請（指定希望日の前々月末まで）
↓
④現地確認（指定までに1回以上実施） → ⑤指 定
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